
１ 計画の目的

R6.2 福島県 保健福祉総務課

第４期福島県医療費適正化計画の概要［計画期間］令和6～11年度（6年間）
［根拠法］
高齢者の医療の確保に関する法律

全国に誇れる水準の保健・医療・福祉の実現を目指し、医療費の過度の増大を抑えつつ、
「県民生活の質の維持及び向上」と「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保」を図る。

【参考】関連計画との関係

２ 医療費の現状 ３ 課題

一人当たりの医療費の全国比較（令和２年度）単位：千円

一人当たりの医療費の推移 単位：千円

（２）医療の効率的な提供

〇医薬品の適正使用の推進（後発医薬品の使用促進等）
〇医療・介護の連携（在宅医療・介護連携推進事業の実施）など

「第３次健康ふくしま21計画（R6～17）」
「第８次福島県医療計画（R6～11）」
「第９次福島県介護保険事業支援計画（R6～8）」
などの各種計画等

→受療率(※)は「脳血管疾患」「心疾患」などが高く、生活習慣病
対策が課題。 ※医療機関で対象疾病に係る治療を受けた患者の人口に占める割合

（１）県民の健康保持
資料：国民医療費の概況（厚生労働省）

〇メタボリックシンドローム該当者の割合
全国ワースト４位 ※R3年度特定健診･特定保健指導データ(厚生労働省)

〇成人喫煙率
男性：全国ワースト１位
女性：全国ワースト２位 など
※R4（2022年）国民生活基礎調査 (厚生労働省)

調和

第４期
福島県
医療費

適正化計画
(R6～11)

→高齢者の心身機能の低下に起因した疾病予防も重要。

→急速な少子高齢化の中、限られた医療資源の有効活用が課題。

資料5-1



※2 新たな政府目標を踏まえ、R6年度に目標を検討・設定

項目 第３期目標
（R5年度） 現状 第４期目標

（R11年度）
目標達成に向けた
主な施策

①特定健康
診査実施率

７０％以上 ５６．３％
(R3年度) ７０％以上 ・受診に向けた普及

啓発
・保健指導に携わる
人材確保、質向上

・効果的な保健指導
を実施するための
データ等活用

②特定保健
指導実施率

４５%以上 ２７．１％
(R3年度) ４５%以上

③特定保健
指導対象者
の減少率
(H20年度比)

２５%以上 １０．９％
(R2年度) ２５%以上

・栄養、食生活の
改善指導

・身体活動、運動の
推進

④成人喫煙率 １２%以下 ２１．４％
(R4年度) １２%以下

・喫煙の害に関する
情報発信

・市町村や医師会等
関係団体、職域と
連携した対策強化

⑤糖尿病性
腎症による
年間新規透
析導入者数

２４３人
以下

２３４人
(R3年度)

２１２人
以下

（R14年度）

・特定健診等による
早期発見

・医師会等との連携
による重症化予防

⑥麻しん・
風しん
予防接種率

９８%以上
第Ⅰ期92.5％
第Ⅱ期93.2％

(R4年度)
９８%以上

・予防接種の重要性
を普及啓発

・広域的な接種体制

⑦高齢者の
通いの場へ
の参加率
※1

５．０％
(R3年度) ９．６% ・通いの場増加に

向けた市町村支援

４ 主な目標と施策

（１）県民の健康保持の推進 （２）医療の効率的な提供の推進

項目 第３期目標
（R5年度） 現状 第４期目標

（R11年度）
目標達成に向けた

主な施策

①後発医薬品
(ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬
品)の使用割
合

８０％以上 ８３．３％
(R3年度)

R6年度に
設定
※2

・医療機関、薬局
等への使用状況
調査

・使用促進の啓発
・後発医薬品研修
会の開催

②外来化学療
法加算届出
医療機関の
増加(医療資
源の効果的・
効率的活用)

４４施設
(R5年度) ４８施設

・外来化学療法に
係る医療機関の
設備整備支援

・国提供データの
分析

③骨粗鬆症
検診受診率
向上(医療・
介護の連携)

１３．２％
(R2年度)

１５.０％
（R14年度）

・受診に向けた
普及啓発

R2年度(実績値)

福島県
６，１０８億円

R11年度(推計値)

６，９３０億円（適正化前）

６，８４４億円（適正化後）

適正化効果
約８６億円

５ 計画に基づく医療費の見通し

※1 体操や趣味活動等を行うなど介護予防に資する住民運営の通いの場

▲86億円新

新

数値目標

無し

数値目標

無し

数値目標

無し

資料：国民医療費の概況
（ 厚 生 労 働 省 ）

新


